６　計画等の案

委員会指示の背景　
　　　ニホンウナギは、本県の内水面漁業にとってはアユに続く重要な魚種であり、各河川では伝統的な漁業が行われ、食文化も古くから県民に定着しております。
しかし近年、ニホンウナギは、河川における漁獲量や、養殖用種苗となる天然のシ
　　ラスウナギの来遊量が減少するなど、資源の減少が懸念されており、昨年、環境省は
ニホンウナギを絶滅危惧種に指定しました。
今後も私たちが未来永劫に渡って河川でのウナギ漁を楽しみ、またウナギ料理が食
　　卓を賑わすためには、いま資源の枯渇が懸念される時こそ、ウナギ資源の回復に取り
組むべきであろうと考えられます。そのためには河川漁業関係者はもちろん、県民の
皆様の協力が不可欠です。
今回の内水面漁場管理委員会指示は、以上のようなことを受け、秋から冬にかけて海での産卵に向かうため川を下りるウナギを保護するため、10月から3月までの間、河川等ですべてのニホンウナギの採捕を禁止するものです。（全長21センチメートル以下のニホンウナギについては、高知県内水面漁業調整規則第26条により、周年にわたり採捕が禁止されています。）

